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２
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間
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第

一
一
五
次
調
査
　
一
一〇
〇

一
年

（平
１３
）
四

月
１

一
〇
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
奈
良
文
化
財
研
究
所
飛
鳥
藤
原
宮
跡
発
掘
調
査
部

４
　
調
査
担
当
者
　
代
表
　
田
辺
征
夫

５
　
遺
跡
の
種
類
　
都
城
跡

・
官
衛
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
七
世
紀
中
頃
―
中
世

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

今
回
の
調
査
は
、
橿
原
市
市
営
住
宅
の
建
て
替
え
工
事
に
伴
う
も
の
で
、
発

掘
面
積
は
約
三
〇
〇
〇
ポ
で
あ

る
。
調
査
地
は
、
左
京
七
条

一

坊
西
南
坪
内
の
中
央
部
に
あ
た

り
、
朱
雀
門
の
南
東
約
三
〇
〇

ｍ
に
位
置
す
る
。
東
隣
の
左
京

七
条

一
坊
東
南
坪
で
は
、　
一
九

０

九
四
年
度
の
橿
原
市
教
育
委
員

拙
会
に
よ
る
調
査
で
「…
遣
帳
内

祢
連
国
人
」
「皇
子
宮
奉
入

…
」
な
ど
と
書
か
れ
た
木
簡
が
出
土
し
て
い
る

（本
誌
第

一
七
号
）。
ま
た
、
同

調
査
は
六
条
条
間
路
と
東

一
坊
坊
間
路
の
交
差
点
付
近
を
含
ん
で
い
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
条
坊
側
溝
が
検
出
さ
れ
て
お
ら
ず
、
左
京
七
条

一
坊
は
四
町
占
地

で
あ
っ
た
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
た

（橿
原
市
教
育
委
員
会
の
露
口
真
広
氏
の

ご
教
示
に
よ
る
）。
こ
の
た
め
今
回
の
調
査
で
は
、
東
南
坪
と
関
連
す
る
遺
構

・

遺
物
の
発
見
が
期
待
さ
れ
た
。

検
出
し
た
主
な
遺
構
は
、
掘
立
柱
建
物
九
棟
、
溝
五
条
、
池
状
遺
構

一
、
土

坑
二
基
、
炉

一
基
、
立
木
列
な
ど
で
あ
り
、
Ａ
ｔ
Ｄ
の
四
期
に
分
類
で
き
る
。

こ
こ
で
は
藤
原
宮
期
に
相
当
す
る
Ｂ
期

。
Ｃ
期
の
概
要
を
述
べ
る
。

Ｂ
期
は
藤
原
宮
期
前
半
で
あ
る
。
調
査
区
の
南
側
に
、
北
側
柱
筋
を
ほ
ぼ
そ

ろ
え
る
形
で
東
西
棟
建
物
Ｓ
Ｂ
五

一
〇

・
五

一
一
、
東
西
塀
Ｓ
Ａ
五

一
二
が
建

て
ら
れ
、
ま
た
、
Ｓ
Ａ
五

一
二
に
取
り
付
く
南
北
塀
Ｓ
Ａ
五

一
三
や
、
南
北
棟

建
物
Ｓ
Ｂ
五

一
四
が
造
営
さ
れ
る
。
調
査
区
の
北
東
部
で
は
、
南
北
石
組
溝
Ｓ

Ｄ
五

一
人
と
東
西
素
掘
り
溝

（Ｓ
Ｄ
五
一
七
Ｉ
Ｓ
Ｄ
五
正
ハ
と
変
遷
）
か
ら
な
る

Ｌ
字
の
溝
が
掘
ら
れ
、
そ
の
北
東
に
は
南
北
棟
建
物
Ｓ
Ｂ
五

一
五
が
建
て
ら
れ

る
。
調
査
区
中
央
に
は
池
状
遺
構
Ｓ
Ｇ
五
〇

一
が
存
在
し
、
そ
の
南
岸
に
当
該

期
も
し
く
は
Ｃ
期
に
桟
敷
状
遺
構
Ｓ
Ｘ
五
〇
七
が
設
け
ら
れ
る
。

Ｃ
期
は
藤
原
宮
期
後
半
で
あ
る
。
調
査
区
の
西
南
部
に
、
桁
行
人
間

（二

〇
・
七
ｍ
）
梁
間
二
間

（五
二
ハ
じ

の
大
型
東
西
棟
建
物
Ｓ
Ｂ
五
〇
〇
が
造
営

さ
れ
、
そ
の
北
に
目
隠
し
塀
Ｓ
Ａ
五
〇
六
が
設
け
ら
れ
る
。
Ｓ
Ｂ
五
〇
〇
の
建

物
心
は
坪
の
南
北
中
軸
線
上
に
位
置
し
、
坪
内
を
区
画
す
る
施
設
も
認
め
ら
れ



な
い
た
め
、
こ
の
坪
は
少
な
く
と
も

一
町
占
地
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
池

状
遺
構
Ｓ
Ｇ
五
〇

一
は
埋
め
立
て
ら
れ
、
北
東
隅
に
集
石
遺
構
Ｓ
Ｘ
五
〇
二
が

造
ら
れ
る
。
調
査
区
北
東
部
で
は
Ｌ
字
の
素
掘
り
溝
Ｓ
Ｄ
五
〇
四

・
五
〇
五
が

堀
削
さ
れ
、
Ｓ
Ｂ
五
〇
〇
の
東
側
に
は
楕
円
形
土
坑
Ｓ
Ｋ
五
〇
三
が
掘
ら
れ
る
。

木
簡
は
、
Ｓ
Ｇ
五
〇

一
か
ら

一
三
二
四

一
点

↑
つ
ち
削
婿
一
二
五
一
七
点
）、

Ｓ
Ｋ
五
〇
三
か
ら

一
一
五
点

命
つ
ち
削
暦
七
〇
点
）、
Ｓ
Ｄ
五
〇
四
か
ら

一
点
、

中
世
以
降
の
沼
沢
地
か
ら

一
二
三
点

ぐ
つ
ち
削
婿
六
四
点
）
が
出
土
し
た
。
合
計

す
る
と

一
三
四
人
○
点

今
つ
ち
削
婿
一
一
一六
五
一
点
）
に
も
達
し
、
藤
原
宮

・
京

跡
で
出
土
し
た
木
簡
群
と
し
て
は
最
多
で
あ
る
。

Ｓ
Ｇ
五
〇

一
は
、
東
西
二
三
ｍ
南
北

一
〇
ｍ
以
上
の
浅
い
池
状
の
遺
構
で
、

坪
の
中
心
近
く
に
南
岸
を
そ
ろ
え
る
。
Ｃ
期
に
は
木
簡
を
含
む
大
量
の
木
居
に

よ
っ
て
埋
め
立
て
ら
れ
る
。
そ
の
厚
さ
は
五
―

一
〇
釦
で
、
木
簡
は
中
央
部
の

約
六
ｍ
四
方
の
範
囲
に
特
に
集
中
す
る
。

Ｓ
Ｋ
五
〇
三
は
、
南
北

一
〇
ｍ
東
西
六
ｍ
の
浅
い
土
坑
で
あ
る
。

Ｓ
Ｄ
五
〇
四
は
、
東
方
向
に
幅
を
広
げ
る
素
掘
り
溝
で
、
東
端
部
で
は
幅
約

二
ｍ
深
さ
約

一
〇
伽
で
あ
る
。
木
簡
は
そ
の
上
層
か
ら
出
土
し
て
い
る
が
、
わ

ず
か
な
墨
痕
し
か
な
く
、
釈
読
で
き
な
い
。

中
世
以
降
の
沼
沢
地
は
、
調
査
区
の
北
東
か
ら
北
部
を
中
心
に
広
が
っ
て
お

り
、
部
分
的
に
窪
み
状
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
中
世
堆
積
層
の
な
か
に
も
木

簡
が
含
ま
れ
て
い
た
が
、
内
容
な
ど
か
ら
古
代
の
も
の
と
み
ら
れ
る
。
Ｓ
Ｇ
五

〇

一
。
Ｓ
Ｋ
五
〇
三
か
ら
流
さ
れ
た
も
の
が
多
数
含
ま
れ
て
い
よ
う
。
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口
椅
マ
刀
良
□
□
□

「
＜
　
×
国
安
芸
郡
　
　
　
」

「
＜
椋
椅
マ
賀
良
人
庸
三
斗
」

「
＜
大
加
マ
嶋
二
斤
」

「
＜
口
回
里
人
大
伴
マ
ロ
万
呂
塩
二
斗
」

〔苔
力
〕

「
＜
杖
□
五
十
」

「杖
廿
　
杖
廿
」

「道
衛
衛
衛
門
府
衛
衛
円
府
」

「衛

衛
衛
門
府
　
府

府
　
」

「奈
（
皮
ツ
本
佐
久
矢
己
乃
皮
奈
泊
由

〔矢
力
　

〔皮

奈
力
〕

佐
久
□
口
回

□

□
□
職
職

「日
□
皮
皮
職
職
職
馬
来
田
評

勅
勅
令

令
令
　
来
　
散

□
　
一ユ
　

ロ
　
燿

冗

次
療
病
席
鋒

日

膿

「
　
　
　
甑共

露

散

騎

【狛
力
〕

□
　
□

滓
〇
伽
×

］
∞
×

ω
　

ｏ
∞
Ю

〕
ｏ
『
×

］
ω
×

∞
　

ｏ
∞
］

Ｐ
Ｐ
∞
×

Ｐ
ω
×

］
　

ｏ
∞
］

］
］
ｏ
×

い
〕
×

Ｐ
Ｐ
　

ｏ
⇔
枷

解
Φ
Ｐ
〉〈
］
伽
×
〇
　
〇
μ
Ｐ

己
母
利
伊
真
皮
々
留
マ
止

大
　
太
夫

同
国

□
　
□
与
　
　
」」

∞
∞
榮
×
∞
卜
×
卜
　
ｏ
Ｐ
μ
＊

含

Φ
じ

×

６

∪

×

Ｐ
　

ｏ
餡

Ｃ

じ

×

含

ｏ
ｅ

×

〕

ｏ
∞
Ｐ

含

枷
∪

×

Ｃ

Ｄ

×

〕

ｏ
驚

（
Ｐ
ω
Ｐ
）
×

枷
∞
×

ω
　

ｏ
μ
ｏ
＊

Ｃ

滓
じ

×

含

９

×

卜
　

ｏ
館

（
中
卜
『
）
×
］
卜
×
ω
　
ｏ
∞
ｏ

（
μ
⇔
卜
）
×
］
『
×
卜
　
ｏ
∞
ｏ

Ｐ
φ
卜

×

］
ω
×

伽

　

〇
∞
Ю

Ｐ
Φ
い
×

∞
卜

×

μ
岸
　

Ｏ
μ
滓

塔



2002年 出土の木簡

16D 1661   169   0つ    1631 1591

□

⑩
　
・　
謹

上
坑
Ｓ

０６Ｄ０

（陣
）

月
逐
陳
帰
忌
」

主
主

日
‐―
□
主
寸
　
」

自

白

【
地
力
〕

卜
∞
×

Ｐ
ω
×

］
　

ｏ
］
］

・
乃
使
万
□
□

□
□

□
□
□
□
□
□
□
二
斗
米
二
斗

　

〔襦
力
〕

謡

錦

嚢

紫

症
畔

秦

一
高

□
呂
　
　
久
米
末
呂
二
□
」

名
□
□
□

□
□
□

∞

　

「弓
矢
」

⑩
　
。
「白
白
　
次
　
児

光
　
光
　
光

（ドや∞）〉（（ＰＯ）〉〈∞
　
〇∞Ｐ　　　　　　　　　　　　　　　　　。
「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［幽

中
世
堆
積
層

1761 1751   1741     1731 1721

胴
Ш
日
回

Ｋ
五
０
三

〔府

　
物

力
〕

□
出
□
□

□
宇
治
マ
忍
□

□
阿
麻
汁
二

Ｌ
飽
三
ツ
良
□

【物
力
〕　
　
　
　
　
〔具
力
〕

「
＜
回
部
□
甘
横
円
二
□

（
Ｆ

じ

×

Ｃ

じ

×
ヽ
　
Φ
盟

（
Ｐ
ド
〇
）
×
∞
ω
×
卜
　
ｏ
岸
Φ

含

ｏ
じ

×

Ｏ

じ

×

∞

含

卜
じ

×

〕
ｏ
×

枷

合

ω
ｏ
）
×

岸
∞
×
∞

含

ｅ

×

６

じ

×
∞

含

］
ｏ
）
×
］
］
×
ト

含

］
∞
）
×
］
ｏ
×
∞

〔鳥
力
〕

大
伴

マ
ロ

右
十

（
Ｐ
］
卜
）
×
Ｏ
×
ヽ
　
Ｏ
μ
Φ

（
Ｆ
Ｏ
Φ
）
×
Ю
∞
×
ф
　
ｏ
∞
出

（
Ｐ
∞
∞
）
×
］
Ｎ
×
卜
　
ｏ
ド
ｏ

（
Ｐ
Ｏ
∞
）
×

Ｐ
Φ
×

∞

Ｐ
卜
Ｐ
×

Ｐ
〕
×

ヽ

（
伽
ω
）
×

Ｐ
ヽ
×
∞

⑩
　
。
「恐
日
日
日
□

名
安
曇
牛
　
　
エハ
月
十
八
日

【木
力
〕

⑪
　
　
×
ロ
マ
門
　
　
猪
使
門

一

口
回
甘
門
　
　
　
　
　
　
」

同
国

×
伯
宿
祢
黒
麻
呂
　
　
　
」

「
＜
四
尺
三
寸
　
味
人
間
王
」

。
「
＜
常
陸
×

。
「
＜
新
治
□

而
時
習

含

ω
じ

×

含

９

×

∞
　

ｏ
盟

〇
∞
〇

〇
〇
Ｐ
　
　
　
”
釘



池
状
遺
構
Ｓ
Ｇ
五
〇

一
出
土
の
木
簡
は
、
衛
門
府
に
関
わ
る
も
の
が
大
半
を

占
め
る
。
年
紀
も
、
④
の

「
×
子
年
」
（庚
子
年
か
。
文
武
四
年

〈七
〇
〇
し
、
④

の

「丙
申
年
」
（持
統

一
〇
年

全
ハ
九
一ハ》
、
⑬
④
⑬
の
よ
う
な
評
制
下
の
木
簡

な
ど
、
七
世
紀
末
の
も
の
も
わ
ず
か
な
が
ら
含
ま
れ
る
が
、
大
宝
元
年

（七
〇

一
）

・
二
年
に
集
中
し
て
お
り
、
き
わ
め
て
一
括
性
の
高
い
資
料
群
で
あ
る
。

ω
ｌ
側
は
、
皇
族
や
貴
族
の
名
前
を
記
し
た
木
簡
で
あ
る
。
ω
は
二
片
か
ら

な
る
が
、
下
片
は
削
届
状
を
呈
す
る
と
い
う
珍
し
い
事
例
。
「御
名
部
内
親

王
」
は
天
智
天
皇
の
皇
女
。
高
市
皇
子
の
妃
、
長
屋
王
の
母
で
あ
る
。
②
の

「道
代
」
は
県
犬
養
三
千
代
。
藤
原
不
比
等
の
妻
と
な
り
、
大
宝
元
年
に
は
安

宿
媛

（後
の
光
明
皇
后
）
を
出
産
し
て
い
る
。
冨
一千
代
給
…
」
と
書
か
れ
た
木

簡
は
、
藤
原
宮
の
東
大
溝
Ｓ
Ｄ

一
〇
五
か
ら
も
出
土
し
て
い
る

（奈
良
県
教
育

委
員
会
編

『藤
原
宮
』

一
九
六
九
年
）。
①
ｌ
⑪
の

「石
川

（宮
と

は
、
飛
鳥
池

遺
跡
の
南
地
区
か
ら
出
土
し
た
木
簡

・
墨
書
土
器
に
も
み
ら
れ
る

（本
誌
第
一

四
号
）。
働
に
み
え
る
書
克
に
大
少
の
区
別
が
な
い
の
で
、
三
品

。
四
品
の
親

王

。
内
親
王
、
も
し
く
は
三
位
の
諸
王
に
関
わ
る
も
の
と
想
定
で
き
る
が
、
特

定
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
「進
大
初
位
下
」
は
、
天
武

一
四
年

０
ハ
八
五
）
冠
位

制
か
ら
大
宝
令
官
位
制
へ
切
り
替
え
る
際
、
新
旧
の
対
応
関
係
を
示
す
た
め
の

も
の
で
、
大
宝
初
年
に
特
有
の
位
階
表
記
方
法
で
あ
る
。
同
様
の
表
記
を
と
る

木
簡
が
多
数
出
土
し
て
お
り

（②
の
な
ど
）、
木
簡
群
の
年
代
を
考
え
る
重
要
な

手
が
か
り
と
な
る
。
０
の

「衣
縫
王
」
は
持
統
七
年
に
藤
原
京
の
造
京
司
で
あ

っ
た
人
物

（『日
本
書
紀
』
同
年
二
月
己
巳
条
）。
⑦
ｌ
①
の

「宮
門
」
「御
門
」
は
、

尊
称
表
現
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
①
働
は
切
り
込
み
を
も
つ
付
札
の
形

状
を
と
る
。
「矢
作
宮
門
」
「道
守
御
門
」
は
物
資
の
送
り
先
と
考
え
ら
れ
る
。

⑪
は

「皇
子
宮
」
と
あ
る
か
ら
七
世
紀
の
木
簡
で
あ
ろ
う
。
ω
⑬
に
は
、
「宮

入
奉
」
「遣
」
「皇
子
宮
」
な
ど
、
左
京
七
条

一
坊
東
南
坪
で
出
土
し
た
木
簡
と

共
通
す
る
文
言
が
み
え
る
点
も
注
意
さ
れ
る
。
①
ｌ
⑪
の
性
格
は
後
述
す
る
。

⑫
ｌ
働
は
門
膀
木
簡
で
あ
る
。
的
は

「門
傍
」
と
表
記
す
る
が
、
「門
膀
」

の
意
と
み
て
間
違
い
な
い
。
⑫
⑬
の
皇
太
妃
は
、
文
武
天
皇
の
母
で
あ
る
阿
閑

皇
女
を
指
す
。
草
壁
皇
子
の
妃
で
、
後
の
元
明
天
皇
で
あ
る
。
側
の

「和
（

積
」
氏
は
、
『日
本
書
紀
』
天
武
五
年
四
月
幸
丑
条
に
み
え
る

「鰐
積
」
の
こ

と
で
あ
ろ
う
。
い
は
直
接
接
続
は
し
な
い
が
、
木
簡
の
形
状
や
書
体

。
内
容
な

ど
か
ら
同

一
簡
と
判
断
し
た
。
大
宝
初
年
頃
、
銀
が
貨
幣
的
に
使
用
さ
れ
た
こ

と
を
示
す
重
要
な
史
料
で
あ
る
。
⑬
の

「白
錦
殿
作
司
」
は
、
『日
本
書
紀
』

天
武

一
四
年

一
一
月
戊
申
条
に
み
え
る

「白
錦
後
苑
」
と
の
関
連
が
注
目
さ
れ

る
。
「屋
部
門
」
は
、
桓
武
天
皇

（山
部
親
王
）
の
即
位
を
期
待
し
た
童
歌
に

「野
倍
能
佐
賀
」
（屋
部
の
坂
）
が
み
え
る

（
『日
本
後
紀
』
大
同
元
年

〈八
〇
工◇

四
月
庚
午
条
）
こ
と
な
ど
を
参
考
に
す
れ
ば
、
藤
原
宮
の
東
面
北
門
に
あ
た
る

「山
部
門
」
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
白
錦
後
苑
に
つ
い
て
は
、
近
年
発
掘

さ
れ
た
飛
鳥
京
跡
苑
池
遺
構
に
該
当
す
る
と
す
る
説
が
有
力
で
あ
る
。
だ
が
藤

原
宮
と
苑
池
遺
構
と
の
往
来
に
は
、
位
置
関
係
か
ら
藤
原
宮
南
面
の
諸
門
も
し

く
は
東
面
南
門
を
通
過
す
る
方
が
相
応
し
い
だ
け
に
、
検
討
の
余
地
を
残
す
。

い
は
〇

一
五
型
式
の
木
簡
を
天
地
逆
に
し
て
門
膀
木
簡
に
転
用
し
て
い
る
。



2002年出上の木簡

門
膀
が
必
要
と
さ
れ
た
の
は
、
十
事
以
上
の
兵
器
を
宮
城
門
を
越
え
て
搬

入

。
搬
出
す
る
際

（宮
衛
令
儀
彼
軍
器
条
）
と
、
物
資

一
般
を
宮
外
に
搬
出
す
る

際

（同
諸
門
出
物
条
）
で
あ
る
。
今
回
出
土
し
た
木
簡
は
後
者
と
関
係
が
深
い
。

今
泉
隆
雄

「門
膀
制

・
門
籍
制
と
木
簡
」
３
古
代
木
簡
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、

一
九
九
八
年
）
に
従

っ
て
、
そ
の
仕
組
み
を
述
べ
れ
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

ま
ず
物
資
を
運
搬
す
る
官
司
は
中
務
省
に
門
膀
を
請
う
。
す
る
と
中
務
省
は

門
膀
を
衛
門
府
に
対
し
て
発
給
す
る
。
そ
し
て
門
膀
は
通
行
を
指
定
さ
れ
た
門

の
門
司
に
付
さ
れ
る
。　
一
方
、
物
資
の
運
搬
に
あ
た
る
官
司
は
、
門
司
宛
の
木

簡
を
作
成
す
る
。
通
搬
者
は
物
資
と
と
も
に
こ
の
木
簡
を
携
帯
し
て
指
定
さ
れ

た
門
に
赴
き
、
本
簡
を
門
司
に
渡
す
。
門
司
は
門
膀
と
そ
の
人
の
携
帯
し
て
き

た
木
簡

・
物
資
を
照
合
し
、
誤
り
が
な
け
れ
ば
通
行
を
許
可
す
る

（下
図
）。

⑫
ｌ
側
は
、
本
来
は
物
資
の
搬
出
に
あ
た
る
官
司
か
ら
中
務
省
に
宛
て
ら
れ

た
申
請
文
書
で
あ
り
、
宮
外
へ
搬
出
す
る
物
資
と
そ
の
数
量
、
通
過
す
る
宮
城

門
号
、
運
搬
に
あ
た
る
者
の
名
前
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。
別
筆
で

「中
務
省

移
出
」
と
い
っ
た
文
言
が
書
き
加
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
物
資
の
搬
出
に

あ
た
る
官
司
か
ら
の
申
請
に
対
し
て
、
中
務
省
が
行
な
っ
た
決
裁
の
文
言
で
あ

ろ
う
。
中
務
省
に
よ
る
決
裁
を
経
た
上
で
、
衛
門
府
に
転
送
さ
れ
、
門
司
に
付

さ
れ
た
と
理
解
で
き
る
。
換
言
す
れ
ば
、
本
司
か
ら
の
申
請
文
書
そ
れ
自
体
が
、

中
務
省
の
決
裁
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
門
勝
に
転
化
し
た
わ
け
で
あ
る

（以

下
、
Ａ
木
簡
）。

こ
う
し
て
関
司
に
も
た
ら
さ
れ
た
Ａ
木
簡
は
、
運
搬
者
の
持
参
し
て
き
た
別

の
木
簡

（左
図
の
Ｂ
の
流
れ
に
関
わ
る
木
簡
。
以
下
、
Ｂ
木
簡
）
と
照
合
さ
れ
た
。

照
合
後
の
Ａ
木
簡
の
行
方
で
あ
る
が
、
今
回
出
土
し
た
木
簡
に
は
種
々
の
門
号

が
書
か
れ
て
い
る
た
め
、
特
定
の
門
司
に
よ
っ
て
廃
棄
さ
れ
た
と
は
考
え
が
た

い
。
Ａ
木
簡
は
各
門
か
ら
衛
門
府
本
司
に
回
収
さ
れ
た
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ

ろ
う
。
Ａ
木
簡
が
Ｓ
Ｇ
五
〇

一
か
ら

一
括
し
て
出
土
し
た
こ
と
は
、
こ
の
近
辺

に
衛
門
府
の
本
司
が
置
か
れ
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
今
回
出
土
し
た
木
簡
群
の
な
か
に
、
Ｂ
木
簡
は
含
ま
れ
て
い
な

い
。
た
と
え
ば
、
市
で
糸
を
売
却
す
る
た
め
に

崚
王
門

・
猪
使
門
を
通
過
す
る
こ
と
を
求
め
た

木
簡

（
『藤
原
宮
木
簡
』

一
、　
一
号
）
が
、
北
面

中
門
の
東

一
五
ｍ
に
あ
る
土
坑
か
ら
出
土
し
た

よ
う
に
、
Ｂ
木
簡
は
宮
城
門
の
近
辺
で
出
土
す

る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
宮
城
門

み仰
　
で
の
照
合
が
終
了
し
た
後
、
そ
の
場
で
Ｂ
木
簡

陶
　
は
廃
棄
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。　
一
方
、
Ａ
木
簡

常鴨
　
は
今
の
と
こ
ろ
宮
城
門
の
周
辺
で
は
出
土
し
て

い
な
い
。
Ａ
木
簡
が
そ
の
場
で
廃
棄
さ
れ
な
か

っ
た
の
は
、
後
日
の
計
会
な
ど
に
備
え
て
、
門

司
か
ら
衛
門
府
本
司
に
持
ち
帰
っ
た
た
め
だ
と

推
測
で
き
る
。

以
上
の
点
を
踏
ま
え
た
上
で
、
改
め
て
い
１

B      (照
合・通行 )



⑪
の
性
格
を
考
え
た
い
。
前
述
の
よ
う
に
、
宮
内
か
ら
物
資
を
外
に
搬
出
す
る

際
に
は
、
厳
正
な
管
理
を
行
な
う
た
め
に
門
膀
制
が
適
用
さ
れ
た
が
、
こ
と
別

勅
賜
物
に
限
つ
て
は
そ
の
適
用
外
で
あ
っ
た
。
⑪
ｌ
①
の
多
く
は
物
資
の
賜
与

に
関
わ
る
内
容
を
も
ち
、
ま
た
皇
族
の
事
例
が
多
い
こ
と
か
ら
、
別
勅
賜
物
の

送
り
状
と
し
て
機
能
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
②
Ｏ
に
は

「給
」
と
あ

り
、
物
品
を
賜
与
す
る
旨
を
記
し
て
い
る
が
、
こ
れ
が
二
次
的
に
送
り
状
と
し

て
機
能
す
る
こ
と
は
十
分
に
あ
り
得
る
。
０
は
書
克
が
署
名
し
て
い
る
た
め

「石
川
宮
出
す
…
」
と
読
め
る
が
、
石
川
宮
が
藤
原
宮
内
で
賜
わ
っ
た
別
勅
賜

物
を

（お
そ
ら
く
自
身
の
邸
宅
に
）
搬
出
す
る
際
の
送
り
状
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
種
の
木
簡
は
送
り
先
で
廃
棄
さ
れ
る
の
が
通
常
で
あ
る
が
、
今
回
の
場
合

は
、
さ
ま
ざ
ま
な
宛
先
の
も
の
が

一
括
出
土
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
よ
う
に
は

理
解
で
き
な
い
。

⑫
ｌ
鋤
の
門
膀
木
簡
と
異
な
り
、
ω
ｌ
⑩
に
は
宮
城
門
の
名
前
が
記
さ
れ
て

お
ら
ず
、
中
務
省
に
よ
る
決
裁
文
言
も
み
ら
れ
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

対
象
と
な
る
物
資
が
別
勅
賜
物
で
あ
っ
た
た
め
、
門
膀
制
が
適
用
さ
れ
な
か
っ

た
こ
と
に
よ
る
と
理
解
で
き
る
。
こ
れ
ら
が
衛
門
府
に
も
た
ら
さ
れ
た
の
は
、

門
膀
制
の
適
用
外
で
あ
っ
た
た
め
、
Ａ
木
簡
に
該
当
す
る
文
書
が
作
成
さ
れ
な

か
っ
た
こ
と
と
関
係
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ω
ｌ
側
の
な
か
に
は
、
上
端
も
し
く
は
下
端
に
穿
孔
が
施
さ
れ
た
も
の
が
あ

り
、　
一
定
期
間
整
理
し
て
保
管
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
大
半
は

廃
棄
に
伴
う
二
次
的
処
理
が
な
さ
れ
、
原
形
を
と
ど
め
て
い
な
い
。
釈
文
に
掲

げ
た
も
の
以
外
に
も
、
各
種
門
号
や

「皇
太
妃
」
「門
傍
」
「持
出
」
「中
務
省

出
」
「大
宝
元
年
」
「大
宝
二
年
」
な
ど
と
記
す
小
断
片
や
削
居
が
出
土
し
て
お

り
、
こ
の
種
の
本
簡
に
由
来
す
る
可
能
性
が
高
い
と
い
え
る
。

②
に
は

「申
時
」
と
い
う
時
刻
が
記
さ
れ
て
い
る
。
よ
く
似
た
記
載
の
あ
る

木
簡
が
、
藤
原
宮
北
面
中
門

谷猪
使
門
）
前
の
外
濠
Ｓ
Ｄ

一
四
五

（『藤
原
宮
木

簡
』

一
、
二
四
号
）、
同
東
面
北
門

（山
部
門
）
前
の
外
濠
Ｓ
Ｄ

一
七
〇
か
ら
出

土
し
て
い
る

（『飛
鳥
・
藤
原
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
』
五
）。
こ
れ
ら
の
木
簡

は
、
出
土
位
置
か
ら
宮
城
の
出
入
に
関
係
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、

②
も
同
様
に
解
釈
で
き
よ
う
。

②
ｌ
①
は
官
人
の
勤
務
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
門
号
氏
族
が
大

半
を
占
め
て
お
り
、
衛
門
府
の
門
部
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

こ
の
う
ち
④
ｌ
釣
は
考
選
木
簡
で
あ
る
。
い
は

「山

マ
宿
祢
子
夜

マ
」
が

「進
大
壱
」
か
ら

「追
従
八
位
下
」
に
昇
進
し
た
こ
と
を
示
す
。
公
式
令
の
位

記
式
に
類
似
し
た
書
式
で
あ
る
。
上
半
部
は
表
裏
が
裂
け
て
さ
さ
く
れ
て
い
る

た
め
現
状
で
は
確
認
で
き
な
い
が
、
こ
の
部
分
の
側
面
に
穿
孔
が
あ
っ
た
可
能

性
が
あ
る
。
幽
も
考
選
木
簡
に
特
徴
的
な
〇

一
五
型
式
。
〇

一
五
型
式
の
木
簡

と
し
て
は
、
最
古
の
事
例
と
な
ろ
う
。
幽
の
下
端
は
二
次
的
に
切
断
さ
れ
、
下

半
部
は
そ
の
際
に
表
面
が
剖
離
し
て
い
る
。
四
文
字
目
は

「
マ
」
の
可
能
性
が

あ
る
。
師
の

「桑
田
」
は
丹
波
国
桑
田
郡
の
こ
と
で
、
「佐
伯
連
法
師
」
の
本

貫
地
で
あ
ろ
う
。
考
選
木
簡
の
一
種
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
ち
ら
は
側
面
で
は

な
く
、
上
端
に
小
孔
が
穿
た
れ
て
い
る
。
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⑮
ｌ
働
は
、
衛
門
府
官
人
の
勤
務
管
理
に
関
わ
る
木
簡
で
あ
る
。
い
の

「官
」
は
衛
門
府
も
し
く
は
宮
城
門
な
ど
で
勤
務
に
あ
た
っ
た
日
数
、
「使
」

は
使
者
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
日
数
を
意
味
し
よ
う
。
例
は

「人
月

一
日
」
に

「佐
伯
造
正
月
」
が
山
部
門
で
、
「山
マ
造
万
呂
」
も
同
門
に
勤
務
す
る
こ
と

を
述
べ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
佐
伯
氏
が
山
部
門
を
警
備
し
て
お
り
、
宮
城

門
号
と
門
号
氏
族
名
が
常
に
対
応
し
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
。
④
ｌ
ω

は
官
人

（門
部
）
の
名
前
を
記
し
た
も
の
で
あ
り
、
人
名
の
右
上
に
は
カ
ギ
状

の
合
点
が
付
さ
れ
て
い
る

（⑩
に
は
も
う
ひ
と
つ
合
点
が
施
さ
れ
て
い
る
）。
鰯
―

①
は
木
簡
の
徹
底
的
な
廃
棄
処
分
に
よ
り
、
大
部
分
は
わ
ず
か
な
記
載
し
か
と

ど
め
な
い
が
、
い
の
よ
う
な
歴
名
様
の
木
簡
に
由
来
す
る
可
能
性
が
高
い
。
②

の

「白
上
マ
」
は

「白
髪
マ
」
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
こ
の
他
に
も
人
名
を
記
し
た
木
簡
は
削
婿
を
中
心
に
大
量
に
出
土
し

て
い
る
。
官
人
の
勤
務
を
掌
る
事
務
作
業
が
日
常
的
に
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と

を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
門
号
氏
族
名
は
際
だ
ち
、
大
伴

・
佐
伯

・
丹

治
比

・
壬
生

・
山
部

・
五
百
本
部

（伊
福
部
）

。
海
犬
甘

・
県
犬
甘

。
若
犬

甘

。
玉
手

・
的

・
建
部
な
ど
を
現
時
点
で
確
認
し
て
い
る
。

⑫
ｌ
⑭
は
門
号
を
記
す
木
簡
多
数
の
う
ち
、
若
干
注
意
を
要
す
る
も
の
を
掲

げ
た
。
⑫
⑬
は
門
号
の
下
に
数
字
を
記
し
た
も
の
。
宮
城
門
に
勤
務
す
る
門
部

の
数
と
し
て
は
少
な
い
た
め
、
勤
務
交
替
が
あ
っ
た
際
な
ど
に
そ
の
数
を
記
し

た
も
の
と
み
る
の
が
無
難
か
。
①
の

「山
部
宮
門
」
は

「山
部
門
」
の
こ
と
で

あ
り
、
宮
城
門
呼
称
の
一
端
を
示
す
。
⑭
の

「県
」
は
正
字
の

「縣
」
で
あ
る
。

偏
の

「県
」
は
削
り
取
り
の
際
に
墨
が
失
わ
れ
て
い
る
が
、
寿
の

「糸
」
は
明

瞭
で
あ
り
、
「縣
」
と
み
て
間
違
い
な
い
。
平
城
宮
で
は
県
大
甘

（養
）
門
の

存
在
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
藤
原
不
比
等
に
よ
る
妻

県
犬
養
三
千
代
の
顕
彰
と
し
て
平
城
遷
都
時
に
求
め
る
見
解
や
、
橘
諸
兄
に
よ

る
母
県
犬
養
三
千
代
の
顕
彰
と
し
て
恭
仁
遷
都
時
に
求
め
る
見
解
が
あ
る
。
し

か
し
、
働
に
よ
っ
て
県
犬
養

（甘
）
門
と
い
う
門
号
が
藤
原
宮
に
存
在
し
た
可

能
性
が
で
て
き
た
。
た
だ
し

「小
宮
門
」
と
あ
る
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
宮
城
十
二

門
に
は
含
ま
れ
な
い
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
平
城
宮
で
も
、
東
院
地
区
の
南

門
付
近
の
溝
Ｓ
Ｄ

一
六
〇
四
Ｏ
Ｂ
か
ら

「私
門
」
と
い
う
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て

い
な
か
っ
た
門
号
が
書
か
れ
た
木
簡
が
出
土
し
て
い
る

（本
誌
第
二
二
号
）。
藤

原
宮
か
ら
平
安
官
に
か
け
て
宮
城
門
号
は
複
雑
な
変
遷
を
た
ど
る
が
、
今
後
は
、

宮
城
門
以
外
に
も
門
号
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
点
を
念
頭
に
お
い
て
、
検
討
を
行

な
う
必
要
性
が
あ
ろ
う
。

∞
―
側
は
仕
丁

・
衛
士
の
活
動
を
示
す
木
簡
で
あ
る
。
ω
は
大
型
の
材
を
用

い
て
い
る
。
「上
」
「下
」
は
上
呑

・
下
呑
、
す
な
わ
ち
月
の
前
半

。
後
半
を
意

味
し
よ
う
。
「千
」
は
天
平

一
七
年

（七
四
五
）
大
根
申
請
文
書
に
も
み
え
、
カ

シ
ハ
デ

（廊
丁
）
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
石
神
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
七
世
紀
の

木
簡
に
、
カ
シ
ハ
デ
の
こ
と
を

「千
食
」
と
表
記
し
た
も
の
が
あ
り

（『奈
良
文

化
財
研
究
所
紀
要
二
〇
〇
三
』。
以
下

『奈
文
研
二
〇
〇
三
ら
、
膳
夫
人
の
こ
と
を

「千
食
王
后
」
と
表
記
し
た
法
隆
寺
釈
迦
三
尊
光
背
銘
も
知
ら
れ
る
。
「千
」

は

「干
食
」
の
省
略
形
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
①
は
カ
シ
ハ
デ
の
逃
亡
者
な
ど
を



国
別
に
記
し
た
も
の
で
、
合
点
が
付
さ
れ
て
い
る
。
●
は
逃
亡

・
病
気
に
な
っ

た
仕
丁

・
衛
士
な
ど
の
人
数
を
記
す
。
仕
丁
は
各
官
司
で
雑
役
に
従
事
し
た
が
、

①
に
み
え
る

「衛
士
」
は
、
左
右
衛
士
府
以
外
に
衛
門
府
に
も
勤
務
す
る
こ
と

に
な
っ
て
い
た

（職
員
令
衛
門
府
条
）。
『続
日
本
紀
』
大
宝
元
年

（七
〇
こ

人

月
丙
寅
条
に
は
、
衛
士
を
増
員
し
衛
門
府
に
配
し
た
記
事
が
み
え
る
。

⑩
⑩
は
地
名
の
書
か
れ
た
削
届
で
、
こ
の
ほ
か
に
も
多
数
出
土
し
て
い
る
。

考
選
木
簡
に
記
さ
れ
た
官
人
の
本
貫
地
、
あ
る
い
は
仕
丁

。
衛
士
な
ど
の
出
身

国
を
記
し
た
も
の
か
。
①
の

「軽
坊
」
は
新
た
に
知
ら
れ
た
藤
原
京
の
固
有
坊

名
で
あ
り
、
「林
坊
」
「左
京
小
治
町
」
に
次
ぐ
三
例
目
。
下
ツ
道
と
阿
倍
山
田

道
が
交
差
す
る
付
近
の
坊
と
考
え
ら
れ
、
藤
原
京
の
範
囲
を
示
す
史
料
と
し
て

も
重
要
で
あ
る
。
「軽
坊
」
の
上
の
文
字
は

「右
」
の
可
能
性
が
あ
り
、
そ
の

際
に
は
京
が
左
右
に
分
離
し
た
大
宝
元
年
以
降
の
年
代
が
与
え
ら
れ
る
。

⑪
ｌ
⑭
は
横
材
木
簡
。
横
材
の
削
暦
木
簡
も
多
い
。
完
形
の
も
の
が
な
い
た

め
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
日
付
、
物
資
の
搬
出
に
あ
た
る
官
司
名
、
物
資
と

そ
の
数
量
、
通
過
す
る
門
号
な
ど
が
書
か
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
門
膀
制
の

運
用
に
関
わ
る
記
録
簡
で
あ
ろ
う
。

⑮
は
武
器
の
名
前
と
数
量
を
記
し
た
木
簡
。
上
端
は
折
れ
、
左
辺
も
割
れ
て

い
る
。
先
述
の
と
お
り
、
兵
器
十
事
以
上
を
宮
城
問
を
越
え
て
搬
出
入
す
る
際

に
は
、
門
膀
制
を
適
用
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
点
が
想
起
さ
れ
る
。

い
の

「日
向
久
湯
評
」
は
、
日
向
国
児
湯
郡
に
相
当
す
る
。
「久
」
（ク
）
と

「児
」
（
じ

の
通
用
は
、
石
神
遺
跡

。
平
城
宮
跡
か
ら
出
土
し
た
難
波
津
の

歌
を
記
す
習
書
木
簡
か
ら
も
確
か
め
ら
れ
る

（『奈
文
研
二
〇
Ｑ
直
、
本
誌
第
二

一吾
Ｃ
。
本
木
簡
は
下
端
を
二
次
的
に
切
断
す
る
。
表
裏
は
同
筆
と
み
て
よ
い

が
、
内
容
的
に
関
連
す
る
か
ど
う
か
は
不
明
。
「牛
」
は
牛
度
で
あ
ろ
う
。
日

向
国
に
は
牛

・
馬
の
官
牧
が
多
く
存
在
し
た
。
『日
本
書
紀
』
持
統
三
年
正
月

壬
戊
条
に
は
、
筑
紫
大
宰
は
隼
人

一
七
四
人

・
布
五
〇
常

・
鹿
皮
五
〇
枚
と
と

も
に
牛
皮
六
枚
を
献
上
し
た
と
あ
り
、
平
城
宮
東
院
の
東
南
隅
部
で
は
日
向
国

か
ら
牛
皮
四
枚
を
貢
進
し
た
際
の
荷
札
木
簡
二
点
が
出
土
し
て
い
る

（『平
城
宮

発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
』
上Ｏ
。
牛
皮
三
〇
枚
が
宮
城
四
隅
疫
神
祭
で
幣
吊
と

し
て
利
用
さ
れ
た
可
能
性
を
含
め
て
、
多
く
の
検
討
を
要
す
る
。
な
お

「平
群

マ
」
姓
は
、
児
湯
郡
に
平
群
郷
が
存
在
す
る
こ
と
と
関
係
し
よ
う
。

⑪
は

「某
月
某
日
記
」
と
書
き
出
す
。
同
様
の
書
式
は
、
七
世
紀
の
石
神
遺

跡
出
土
木
簡
に
多
数
あ
り
、
埼
玉
稲
荷
山
鉄
剣
銘
を
は
じ
め
と
す
る
金
石
文
で

も
認
め
る
こ
と
が
で
き

（
『奈
文
研
一
一Ｏ
Ｑ
正
）、
古
い
表
現
方
法
と
い
え
る
。

④
１
０
は
荷
札
木
簡
で
あ
る
が
、
全
体
に
占
め
る
割
合
は
比
較
的
低
い
。
①

は

「杖
笞
」
の
付
札
で
あ
る
が
、
衛
門
府
に
は
物
部
が
所
属
し
、
罪
人
の
決
罰

に
あ
た
っ
て
い
た
こ
と
と
関
係
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

⑭
ｌ
⑩
は
習
書
木
簡
な
ど
。
①
は
①
と
関
連
す
る
か
。
ω
は

「衛
門
府
」
と

い
う
語
句
を
繰
り
返
し
記
し
、
遺
跡
の
性
格
を
暗
示
す
る
。
「収
負
」
盆

ゲ

ヒ
）
と
記
し
た
削
暦
も
出
土
し
て
い
る
。
⑭
は
難
波
津
の
歌
の
全
文
を
記
す
。

左
辺
が
二
次
的
に
削
ら
れ
て
い
る
。
「
フ
ユ
コ
モ
リ
」
と
あ
る
べ
き
箇
所
が

「泊
由
己
母
利
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
「
フ
ユ
」
を

「
ハ
ル
」
と
戚
れ
て

「泊
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留
」
と
し
た
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
、
木
簡
を
み
る
か
ざ
り

「由
」
を

「留
」
と
釈
読
す
る
の
は
困
難
。
「馬
来
田
評
」
は
後
の
上
総
国
望
陀
郡
。
ロ

の
表
面
は

『千
字
文
』
の
冒
頭
部
分
を
習
書
す
る
。
①
①
は

「九
次
」
「療
病
」

「帰
忌
」
「遂
陣
」
な
ど
、
暦
注
の
語
句
を
記
し
、
具
注
歴
普
及
の
一
端
を
示

す
。
①
は
裏
面
は
割
り
の
ま
ま
の
仕
上
げ
の
荒
い
材
を
用
い
て
お
り
、
呪
術
的

な
用
途
に
使
用
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。
①
の

「主
」
字
は

「壬
」
「生
」
の

よ
う
に
も
み
え
る
が
、
「主
寸
」
（ス
グ
リ
）
と
判
断
し
た
。
⑩
は
前
白
木
簡
の

習
書
。
削
婿
の
な
か
に
も
前
白
木
簡
が
含
ま
れ
て
い
る
。

ω
ｌ
⑬
は
土
坑
Ｓ
Ｋ
五
〇
三
出
土
。
①
は
下
端
折
れ
。
「府
」
を
衛
門
府
と

結
び
つ
け
て
よ
い
か
ど
う
か
は
検
討
を
要
す
る
。
⑫
は
左
辺
が
原
形
を
と
ど
め

る
の
み
で
あ
る
。
「養
物
」
は
仕
丁

。
衛
士
な
ど
に
出
身
地
か
ら
送
ら
れ
て
き

た
資
養
物
。
「干
秦
」
は
干
し
た
鰭

（
ハ
タ
。
魚
の
ヒ
レ
）
の
こ
と
か
①
単
位

「古
」
は

「籠
」
と
同
じ
で
あ
る
。
∞
①
は
細
長
い
材
に
人
名
を
列
挙
す
る
。

∞
は
上
端
折
れ
。
側
は
上
端

・
下
端
と
も
に
折
れ
で
あ
る
。
仙
の

「宇
治
」
の

上
は

「
と

と
な
っ
て
お
り
、
合
点
も
し
く
は
単
な
る
墨
付
き
か
。
ω
は
上

端

・
下
端
を
二
次
的
に
折

っ
て
い
る
。
「阿
麻
」
は
人
名
の

一
部
で
あ
ろ
う
。

∞
は
下
端
折
れ
の
ア
ワ
ビ
の
荷
札
木
簡
。
表
面
の
墨
痕
は
極
め
て
薄
く
判
読
し

が
た
い
が
、　
一
文
字
目
は

「戊
」
の
可
能
性
が
あ
る
。
「戊
戊
」
（文
武
二
年

全
ハ
九
八
〉）
と
な
ろ
う
。
「
ツ
良
」
は

「連
」
（
ピ
已

で
ア
ワ
ビ
の
単
位
。
⑦

は
下
端
折
れ
の
荷
札
。
「円
」
は
円
座
を
意
味
す
る
か
。
∞
は
上
端
の
両
端
が

や
や
丸
み
を
帯
び
た
小
型
の
木
簡
。
⑬
は
細
長
い
材
に
小
さ
な
文
字
で
書
か
れ

た
習
書
木
簡
。
上
端
に
焼
痕
が
あ
る
が
、
削
り
面
が
は
っ
き
り
し
て
お
り
、
原

形
は
保
た
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
下
端
は
折
れ
。

こ
の
よ
う
に
Ｓ
Ｋ
五
〇
三
出
上
の
木
簡
に
は
、
Ｓ
Ｇ
五
〇

一
に
大
量
に
含
ま

れ
て
い
た
衛
門
府
に
関
わ
る
木
簡
は
明
瞭
な
形
で
は
確
認
で
き
な
い
。
廃
棄
主

体
の
違
い
を
反
映
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

⑩
ｌ
⑭
は
中
世
堆
積
層
の
木
簡
。
⑩
は
下
端
が
折
損
し
、
左
右
辺
は

一
部
欠

損
す
る
。
上
申
の
文
書
木
簡
で
あ
ろ
う
。
⑪
は
上
端
折
れ
。
門
号
と
数
字
を
記

し
て
お
り
、
⑫
Ｏ
と
同
類
と
思
わ
れ
る
。
⑫
は
上
端

・
下
端
と
も
に
折
れ
、
右

辺
は
二
次
的
整
形
を
被

っ
て
い
る
。
歴
名
簡
で
あ
ろ
う
。
⑬
は
上
端
折
れ
。
門

号
氏
族
で
あ
る
佐
伯
氏
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
⑭
の

「味
人
間
王
」
は
、

『続
日
本
紀
』
養
老
三
年
正
月
乙
巳
条
に
、
正
四
位
下
で
卒
し
た
こ
と
が
み
え

る
。
別
勅
賜
物
の
送
り
状
で
あ
ろ
う
か
。
い
は
下
端
折
れ
の
荷
札
木
簡
。
⑭
は

『論
語
』
学
而
篇
の
一
節
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
主
と
し
て
Ｓ
Ｇ
五
〇

一
出
土
木
簡
か
ら
、
大
宝
初
年
頃
の

左
京
七
条

一
坊
西
南
坪
の
近
辺
に
衛
門
府
が
存
在
し
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
が

読
み
と
れ
る
。
木
簡
以
外
の
遺
物
と
し
て
も
、
Ｓ
Ｇ
五
〇

一
か
ら
三
点
、
中
世

堆
積
層
か
ら
六
点
出
土
し
た
的
状
木
製
品
が
注
目
さ
れ
る
。
不
整
な
円
形
板
の

片
側
に
墨
で
同
心
円
を
描
い
た
も
の
で
、
直
径
は

一
〇
―

一
六
帥
前
後
、
厚
さ

は
約

一
帥
。
矢
が
刺
さ
っ
た
痕
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
割
れ
て
お
り
、
完
形
品
は

な
い
。
衛
門
府
の
官
人
が
武
芸
に
励
ん
で
い
た
様
子
を
紡
彿
と
さ
せ
る
。

前
述
の
よ
う
に
、
今
回
Ｓ
Ｇ
五
〇

一
か
ら
出
土
し
た
木
簡
に
は
、
左
京
七
条



一
坊
東
南
坪
で
出
土
し
た
木
簡
と
類
似
す
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
同
坊
は

四
町
占
地
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
藤
原
宮
期
の
官
外
官
司
の
実
態
を

探
る
上
で
も
、
同
坊
の
本
格
的
な
調
査
を
期
待
し
た
い
。

９
　
関
係
文
献

奈
良
文
化
財
研
究
所

『奈
良
文
化
財
研
究
所
紀
要
二
〇
〇
二
』
全
一〇
〇
二

年
）同

『飛
鳥

・
藤
原
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
』

一
六
、　
一
七

（一
一Ｏ
Ｑ

一

年
、
二
〇
〇
三
年
）

（市
　
大
樹
）

＞

磯

磯

‰

Ⅷ

Ⅷ

Ⅷ

‰

‰

６
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